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令和６年度松本市国内向け誘客プロモーション事業運営業務委託仕様書（案） 

 

１ 業務名 

令和６年度松本市国内向け誘客プロモーション事業運営業務 

 

２ 趣旨 

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響、デ

ジタル技術の進展と社会のＤＸ化、ゼロカーボンに向けた取組み等、観光を取り巻く環境

の大きな変化とともに旅行者の価値観や需要も大きく変化している。これらの変化を踏

まえ、松本市では令和６年３月に「松本市観光ビジョン」を策定したところである。 

本事業は、当該ビジョンでキーワードとする「冬季の観光誘客による観光需要の平準

化」、「消費額増加」の２つの観点を特に意識し、人口が集中する大都市を中心とした国内

へ観光情報等の発信を図るもの。加えて、令和６年秋に耐震工事を終える国宝旧開智学校

校舎開館の機会を捉え、２つの国宝（松本城及び旧開智学校校舎）を連携させたプロモー

ション強化を図ることを目的とする。 

 

３ 期間 

契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 業務内容 

本業務は、プロモーション事業の運営等に係る以下の業務を行うものとする。 

⑴ 事業の企画運営 

 ア 国内在住の２０代～４０代男女（新規及びリピーター）をメインターゲットとし、

「冬季の観光誘客による観光需要の平準化」及び「消費額増加」に資するようなプロ

モーションを企画運営すること。 

 イ 市内の二次交通（バス、自転車など）の利用促進を図るプロモーションを企画運営

すること。 

⑵ プロモーションの企画運営 

ア 各種広告媒体の様々な手法を活用し、ターゲットに訴求するプロモーションを行

うこと。 

イ インフルエンサー等を起用し、松本の魅力について情報発信を行うこと。 

ウ ランディングページを制作し、本プロモーションの問い合わせの対応等必要な事

務局機能を担うこと。また、作成するランディングページ内には、別サイトへのリン

クバナーや委託者が指示する観光情報についても記載すること。なお、ランディング

ページは、市公式観光サイト（新まつもと物語プロジェクト）のサブドメインを使用

し、制作する際は当該サイトの受託事業者と調整等行うこと。 
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 ⑶ ２つの国宝プロモーションの企画運営 

ア インパクトのあるキャッチフレーズを使用し、２つの国宝の存在の周知、両施設間

の回遊性を図るプロモーションを実施すること。 

イ 各種広告媒体の様々な手法を活用し、ターゲットに訴求するプロモーションを行

うこと。 

 ⑶ 効果測定及び報告 

ア 当該業務の有効性を測る事業指標及び成果指標を設定し、事業終了後の報告書に

おいて結果を示すこと。 

 ⑷ 共通項目 

  ア 円滑な事業実施のため、定期的に打合せを実施し、その会議内容について毎回記録

をとること。 

  イ 本事業で作成する静止画や動画等制作物の著作権、所有権及び利用権は可能な範

囲で松本市に帰属し、本市が無償かつ条件の制限なく利用可能なものとすること。ま

た、コンテンツリストを作成し、二次利用等に関して利用条件がある場合は一覧でわ

かるようにすること。 

 

５ 業務報告書の提出 

 ⑴ 受託者は月１回の月次報告に加えて、委託者の指示により広告の成果等の実績を求

められた場合には速やかに提出すること。 

⑵ 業務終了後は、業務報告書として提出すること。なお、紙での納品のほかに、電子デ

ータも納品すること。 

 ⑶ 最終報告書の提出を受け、検収に合格後、当該報告書の引渡しを受けるものとする。 

 

６ 委託料の支払い 

業務委託料は業務完了後に一括払いとし、受注者から業務完了報告書を受領し、検査

合格後、適正な請求に基づき支払うものとする。 

 

７ その他 

⑴ 随時、発注者と協議するとともに、本仕様書に定めのない事項に関しては、発注者と 

受注者の協議によりこれを定めるものとする。 

 ⑵ 受託者は、松本市の個人情報保護条例を遵守し、業務上知りえた個人情報等の秘密を

他人の漏らしてはならない。業務終了後においても同様とする。 

 ⑶ 成果品の所有権、著作権及び利用権は可能な限り本市に帰属するものとする。 

 ⑷ 本業務により得られた成果品、資料及び情報等は、本市の許可なくほかに公表、貸与、

使用、複写、漏洩をしてはならない。 

 ⑸ 業務完了後、受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良箇所が発見された場
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合は、速やかに本市が必要と認める訂正、補足、その他必要な措置を行うものとし、こ

れに対する経費は受託者の負担とする。 

⑹ この仕様書について、疑義が生じたときまたは定めのない事項や細部の業務内容に

ついては、その都度、本市と協議を行うこと。 

⑺ 本業務の全部を第三者に再委託してはならない。 

 

８ 担当 

  松本市文化観光部観光プロモーション課 担当者 飯濵 

  ＴＥＬ ０２６３－３４－８３０７ 

  ＦＡＸ ０２６３－３４－３０４９ 

  ※組織改革または人事異動により担当者が変更になる場合があります。 


